
　2020年 2 月12日、ヴェリタリス館教授会室にお
いて、講師に中安豪氏（ロバスト・ジャパン株式
会社代表取締役）を招致し、2019年度「公正な研
究活動におけるコンプライアンス教育研修会」を
実施した。当日参加した教員は82名であった。
　研修内容は、①研究活動におけるコンプライア
ンス、②競争的資金の不正使用と不正受給、③研
究活動における特定不正行為、④研究活動におけ
るインフォームドコンセントであった。
　①のコンプライアンスとは、単に法令を遵守す
ることだけではなく、大学の規定・内規や第三者
との計画の遵守、社会的規範や社会通念等の一般
的な倫理も守ることである。近年、規定等の詳細
化にともない、不正件数が増加している。問題が
発生すると、法令、規定、倫理の違反に応じて処
分がなされる。
　②の不正使用とは、故意もしくは重大な過失に
よって競争的資金を他の用途へ流用することや、
競争的資金の決定内容や条件に反した使用であり、
不正受給とは、不正な手段により競争的資金を受
給することである。不正使用・不正受給に該当し
た場合、不正に関する概要が原則公開されるとと
もに、不正発生後に受給した資金の全部または一
部の返還が求められる。なお、物品購入や旅費に
関して、規定の内容により不正の有無の判断が異
なることがある。
　③の特定不正行為とは、故意または、研究者と
してわきまえるべき基本的な注意義務を著しく
怠ったことによる投稿論文など発表された研究成
果の中に示されたデータや調査結果等の捏造・改
ざん及び盗用のことを言う。わきまえるべきこと
の一つとして、論文等の形で発表された研究成果
のもととなった実験データ等の研究資料を、発表
から10年間保存することがある。この保存義務者
は教員と大学の双方である。研究では、不正が疑
われた側が証明義務を負うため、研究資料の保存
は重要である。不正行為に対するペナルティは、

応募資格制限から交付制限に変わった。論文の共
著者も不正行為の責任を負う。
　④に関しては、ヒト相手の研究への配慮が特に
重要である。第三者へのデータ提供には、連結不
可能匿名化と、できるだけ速やかな対象リストの
廃棄が要件となる。実験等の内容は、事前に正確
に対象者に説明するとともに、対象者はいつでも
参加を拒否できることを伝える。実験後において
も、対象者が希望すれば調査対象からはずす。また、
対象者が自由意志に基づいて自発的に参加する状
況を設定する。基本的には、対象者を募集するこ
とが望ましい。さらには、学内の研究倫理委員会
に研究を申請し、事前に審査を受ける。学会誌に
よっては、論文投稿に際して審査を受けたという
証明書を求めることがある。証明書が研究組織と
しての保証となり、学会誌にとっての安全策となる。
　インフォームドコンセントに際しては、対象者
との良好な関係構築が大切である。対象者個人が
特定されることにより被る不利益及び身体的・精
神的負担の有無と内容を、事前に整理し、正しく
伝達する必要がある。
　講演後、研究資料の管理や二重投稿などについ
て、参加者から質問があった。

（報告者：平　修久［たいら・のぶひさ］　聖学院
大学副学長、政治経済学部政治経済学科教授）
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